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１．はじめに 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部では堤防が決壊

するなど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長時間の浸水が発生

した。また、これらに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほど

の多数の孤立者が発生した。 

 このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して

「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問さ

れ、平成 27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあ

り方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて

～」が答申された。 

 国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビ

ジョン」として、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町

村（109 水系、730 市町村）において、水防災意識社会を再構築する協議会

を新たに設置して減災のための目標を共有し、令和 2年度を目処にハード・

ソフト対策を一体的・計画的に推進することとした。 

 

 由良川では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、地域住

民の安全安心を担う沿川４市（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市）、京都

府、京都地方気象台、近畿地方整備局で構成される「由良川減災対策協議

会」を平成 28 年 5 月 18 日に設立し、「由良川の取組方針」を平成 28 年 7 月

に策定、関係機関で連携して取組を推進してきた。 

その後、平成 28 年 8 月に相次いで発生した台風による豪雨により、北海

道、東北地方では中小河川で氾濫被害が発生し、要配慮者利用施設において

入所者が逃げ遅れて犠牲になるなど痛ましい被害が発生した。この災害を受

け、「水防災意識社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河

川でさらに加速させるため、「大規模氾濫減災協議会」制度の創設をはじめ

とする「水防法等の一部を改正する法律」が平成 29 年 6 月に施行された。 

これと合わせて、緊急的に実施すべき事項について実効性をもって着実に

推進するため、国土交通省は＜「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行

動計画＞をとりまとめた。 

平成 30 年 7 月豪雨では、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫や土石流等

が発生し、200 名を超える死者・行方不明者と 3万棟近い家屋被害に加え、

ライフラインや交通インフラ等の被災によって、甚大な社会経済被害が発生

した。国土交通省はこの洪水被害を踏まえ、＜「水防災意識社会」の再構築

に向けた緊急行動計画＞を平成 31 年 1 月に改定した。 

由良川沿川においても、平成 29 年台風第 21 号と前線により事業実施中の

地区で溢水や内水氾濫による浸水被害が発生、平成 30 年 7 月豪雨では福知
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山市や舞鶴市で内水氾濫による浸水被害が発生した。 

このような情勢を踏まえ、本協議会ではこれまでの取組方針に対し、平成

30 年 4 月と令和元年 5月に取組の追加や見直し等の一部改定を行った。さら

に平成 30 年 9 月には下部組織として由良川大規模内水対策部会を組織し

た。 

また、令和元年度にはオブザーバーとして関西電力株式会社が、令和 3年

度には西日本旅客鉄道株式会社、WILLER TRAINS 株式会社の鉄道会社が協議

会に加わった。 

本協議会では、これまでの取組方針に対し、気候変動の影響による災害の

頻発化、激甚化への対応や京都府由良川圏域における自治体の枠を超えた広

域避難計画の策定に向けた取組、情報伝達手段の多様化に伴う課題などを踏

まえ、令和 12 年度までに、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規

模氾濫時の減災対策として各構成員が計画的・一体的に取り組む事項につい

て、取組方針の一部改定を行った。 
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■緊急行動計画の改定（平成31年1月29日）
平成30年7月豪雨を受けて、とりまとめられた委員会の答申（H30.12）を踏まえ、社会全体で洪水に備える「水防災意識
社会」を再構築する取組をさらに充実し加速するため、多くの主体の事前の備えと連携の強化の観点等より、2020年
（令和2年）度目途に取り組むべき緊急行動計画を54項目に拡充。

平成30年4月20日 第４回 減災対策協議会
「由良川の取組方針」変更及び追加、平成29年度のフォローアップ

■緊急行動計画（平成29年6月20日）
平成28年8月、台風10号等の一連の台風による豪雨災害（中小河川の氾濫）を受けて、とりまとめられた委員会
の答申（H29.1）を踏まえ、水防法改正に基づく協議会の設置、水害対応タイムラインの作成促進、要配慮者利用
施設における避難体制構築への支援、水害危険性の周知促進、防災教育の促進等の32項目をとりまとめた。
※H29.12.1 中小河川等治水対策プロジェクトを設立し33項目に追加修正

平成27年12月 水防災意識社会再構築ビジョン

■平成27年12月 社会資本整備審議会答申
「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体で
洪水氾濫に備える必要がある。

平成27年9月 関東・東北豪雨災害（鬼怒川の洪水氾濫）

平成28年5月18日 第１回 減災対策協議会 『由良川減災対策協議会』設立

平成29年5月31日 第３回 減災対策協議会
「由良川の取組方針に基づいた５年間のスケジュール」策定 平成28年度のフォローアップ

平成28年7月27日 第２回 減災対策協議会 「由良川の取組方針」策定

令和元年5月31日 第６回 減災対策協議会 平成30年度のフォローアップ、
「由良川減災対策協議会 規約」改正、「由良川の取組方針」変更及び追加
規約の改正内容：関係機関の連携体制として、「関西電力㈱水力事業本部京都水力センター」をオブザーバーとして追加

令和2年5月29日 第７回 減災対策協議会（書面開催） 令和元年度のフォローアップ

令和元年10月 東日本台風

■令和2年7月 社会資本整備審議会答申
近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水
に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係
者が協働して流域全体で行う、流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。

平成30年7月豪雨

令和3年5月24日 第８回 減災対策協議会（WEB開催） 令和2年度のフォローアップ、
鉄道事業者の参画による「由良川減災対策協議会 規約」改正、「令和3年度以降の新たな５ヶ年の取組
方針」策定

令和4年5月23日 第９回 減災対策協議会 令和3年度のフォローアップ

令和5年5月30日 第10回 減災対策協議会（京都府由良川圏域及び二級圏域減災対策協議会と合同開催）

令和4年度のフォローアップ

平成29年10月台風21号 事業実施中地区での溢水した内水氾濫により浸水被害が発生

平成30年9月27日 第５回 減災対策協議会 「由良川減災対策協議会 規約」改正
規約の改正内容：「地域の取組方針」に基づく対策の検討、実施等のため、必要に応じ部会等を設置⇒内水対策部会の設置

令和6年5月29日 第11回 減災対策協議会（京都府由良川圏域及び二級圏域減災対策協議会と合同開催）

令和5年度のフォローアップ

令和7年5月19日 第12回 減災対策協議会（由良川流域治水協議会、京都府由良川圏域及び二級圏域減災対

策協議会と合同開催） 令和6年度のフォローアップ
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本協議会では、これら洪水により被った浸水被害の教訓として主な課題を

抽出し、「逃がす・防ぐ・立ち上がる」ことに主眼をおいた取組方針を策定

した。 

 

 また、上記災害を受けて河川整備が急速に進んだ結果、洪水に対する安心

感が生じ、災害の記憶が薄れていくこと、気候変動の影響で災害が頻発化・

激甚化することを懸念し、『「水害に強い地域」をつくるための水防災意識

が、現世代から将来の世代に確実に普及・継承』することも目標に位置づ

け、取組方針をとりまとめた。 

    

なお、本取組方針は、本協議会規約第 5条に基づき作成した。 

※本取組方針は、由良川・土師川の直轄管理区間を対象としたものである。 

 

※改訂履歴 

平成 30 年 4 月 取組の目標時期の見直し、「水防災意識社会」の再構築

に向けた緊急行動計画や平成 29 年台風第 21 号による被

災を受けて項目の追加 

令和元年 5月 平成 30 年 7 月豪雨をはじめ、近年各地での大水害の発

生を受けて、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急

行動計画の改定に伴う項目の追加、ならびに改元に伴う

表記修正 

令和 3年 5月 これまでの取組方針について、近年の情勢などを踏まえ

項目や目標時期、方針本文等の見直し 

令和 8年 5月 これまでの取組方針について、近年の情勢などを踏まえ

取組や目標時期、方針本文等の見直し 
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２．本協議会の構成員 

本協議会の参加機関及び構成メンバーは以下のとおりである。 

参 加 機 関 構成メンバー 

福知山市 

舞鶴市 

綾部市 

宮津市 

京都府 

気象庁 

近畿地方整備局 

西日本旅客鉄道株式会社 

WILLER TRAINS 株式会社 

（オブザーバー） 

関西電力株式会社水力事業本部 

市 長 

市 長 

市 長 

市 長 

建設交通部長 

京都地方気象台長 

福知山河川国道事務所長 

京滋支社長 

代表取締役社長 

 

京都水力センター所長 
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３．由良川の概要と主な課題 

（1） 由良川の概要 

由良川は、その源を京都府、滋賀県、福井県の境の三国岳（標高 959ｍ）

に発し、芦生の原生林を抜けて山間部を西流し、高屋川、上林川などと合わ

せ綾部市を西流し、福知山市内に出て土師川と合流し、そこから方向を変え

北流し舞鶴市と宮津市の市境において日本海に注ぐ、幹川流路延長 146km、

流域面積 1,880km2の一級河川である。 

 

由良川の上流部は勾配が急で流れが速いが、中流部の福知山盆地では勾配

が緩くなり、下流部ではさらに勾配は緩くなりかつ狭隘な谷底平野となって

おり、中流部に洪水が溜まりやすい地形となっている。これに加えて中下流

部では無堤区間が多く残されていることから、頻繁に洪水被害を被ってき

た。 

 

洪水 水位 被害 

日付 要因 福知山基準地点 死者 浸水家屋 浸水面積 

平成 16 年 10 月 台風第 23 号 計画高水位に迫

る水位 

5 名 約 1,670 戸 2,600ha 

平成 25 年 9 月 台風第 18 号 計画高水位を上

回る水位 

 約 1,600 戸 2,500ha 

平成 26 年 8 月 局地的豪雨 氾濫危険水位を

超過 

 約 4,500 戸  

平成 29 年 10 月 台風第 21 号 計画高水位に迫

る水位 

 約 240 戸  

平成 30 年 7 月 梅雨前線の停

滞による豪雨 

  約 560 戸  
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（2）主な課題 

平成 16 年台風第 23 号や平成 25 年台風第 18 号、平成 26 年 8 月豪雨による

浸水被害を受けて、国や自治体が協働して様々な減災の取組を進めており、

浸水被害が減る一方で、住民の水災害に対する意識の低下が課題である。ま

た、少子高齢化という社会情勢の変化により、自力避難が困難な住民の割合

が増加する可能性もあり、個別避難計画の推進等による避難行動要支援者の

避難支援や早期の避難行動が改めて重要となる。 

さらに、これまでの取組によって、避難計画の策定や事業所の耐水化、BCP

策定など組織や施設単位での避難体制や早期復旧体制が整ったが、単一の組

織では対応しきれない災害に見舞われた場合に備え、関係機関のさらなる連

携強化を図る必要がある。 

現状の水防活動の強化に加え、地域の力を最大限発揮した自主防災組織の

活動強化や、効率的かつ効果的な排水計画が必要なことも教訓として得られ

た。 

また、情報提供手段が多様化したことにより、住民が自らに適した方法で

情報を取得できるようになった一方、それらの情報提供手段の認知度の低さ

や、得られた情報が避難行動に繋がらないこと、情報端末の有無で得られる

情報に格差が生まれることが懸念される。 

 

これまでの取組を実施した結果、得られた教訓を踏まえた主な課題は以下

の通りである。 

 

「逃がす」 

○想定最大規模の洪水時の避難について、地域毎に異なる課題への対応が必

要。 

 中流部  

・平地が広がるためひとたび氾濫すれば広域的に浸水被害が生じるおそれ

がある。 

・資産が集中しているため、浸水や建物の倒壊・流出等により甚大な社会

経済的被害が発生するおそれがある。 

・膨大な要避難人口が発生し、避難所が大幅に不足するおそれがある。 

  

下流部  

・輪中堤、宅地嵩上げによる水防災対策を実施しており、道路は基本的に

洪水から防御されないため、洪水時に早期に避難経路が絶たれ、孤立す

る集落が発生するおそれがある。 
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・外水氾濫に加え、輪中堤地区については内水によっても早期から避難経

路が絶たれ孤立するおそれがある。 

・輪中堤越水により地区の大部分が浸水し地区内に避難先が無くなるおそ

れがある。 

 

「防ぐ」 

○水防の対象である築堤延長が増加する一方で、消防団（水防団）や自主防

災組織の高齢化にも対応するため、各地区間の連携を強化するとともに効

率的な水防活動の検討が必要。 

○今後新たに整備する防災ステーション等を、水防活動時に最大限活用でき

るよう、広域的な協力・連携も含めた事前の準備が必要。 

 

「立ち上がる」 

○災害拠点病院や電気・ガス・上下水道等のライフライン、鉄道やバス等の

交通インフラ等の被災地の早期復旧に直接関わる防災関係機関が、事業所

等の浸水リスクや必要な水害対策及び水害ＢＣＰ（事業継続計画）等につ

いて理解し実施することが必要。 

○広域的局所的な浸水に対する排水計画を策定し、かつ、出水時に効率的に

排水活動ができるよう十分な訓練等を行うことが必要。 

 

 以上の３つの課題を踏まえ、由良川の大規模水害に備えて「逃がす・防

ぐ・立ち上がる」に対する具体的取組を実施することにより、「水防災意識社

会」の再構築を目指すものである。 
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４．現状の取組状況 

 （1）由良川における治水対策等 

由良川の下流部は山間の狭い平地に集落が散在しているため、効率的な対

策として水防災対策（輪中堤、宅地嵩上げ）を実施している。 

中流部は福知山盆地という広い氾濫原を流れており、福知山市と綾部市の

中心市街地が位置しているため、連続堤防の整備を実施している。また河川

水位を下げるための河道掘削等も実施している。 

さらに福知山市街地では福知山市域における総合的な治水対策として国、

京都府、福知山市が連携し、排水ポンプの増強や耐水化、貯留施設の整備等

の内水浸水対策を実施した。 

洪水で甚大な被害が発生したことに鑑み、河川整備が急ピッチで進められ

たが、中下流部ともに堤防が整備されていない区間がまだ残されている。 

また平成 16 年洪水で甚大な洪水被害を受けたことを契機に、河川担当部局

と都市計画部局、道路部局、防災担当部局からなる「下流部緊急水防災協議

会」が組織され、防災関係機関の連絡連携体制の強化・拡充を図るととも

に、地域防災力向上を目的として、主に以下に示すような取組が行われてき

た。 

 

■支援する整備 

・防災拠点機能の 2階への移設等、洪水時の防災拠点機能の確保（各市） 

・無線機、投光器、舟等の災害時資機材整備（各市） 

・災害時備蓄物資の充実や、飲食物小売店との防災協定締結（各市） 

・地域防災計画や水防計画の見直し（各市） 

・洪水時の浸水状況を踏まえた、水害時避難所見直し（各市） 

 

■伝える整備 

・水位、雨量情報のホームページでの提供や、河川情報表示板、水位情報

表示板の整備等による河川情報の提供（河川管理者） 

・過去の洪水位を示す洪水位標の設置（河川管理者） 

・河川防災カメラの設置（河川管理者） 

・道路冠水電光表示板の設置等、道路防災情報の提供（道路管理者） 

・水害時道路通行規制マニュアルの作成と運用（道路管理者） 

・治水記念館の開設とそれを利用した防災意識の啓発活動 

                     （河川管理者、福知山市） 

・防災研修施設の整備（福知山市） 

・ハザードマップ配布（各市） 

・水防信号や避難情報の意味を広報する等の災害時情報の周知（各市） 
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・防災行政無線の子局や戸別受信機の増設やデジタル化等（各市） 

・コミュニティーFM や登録制メール、防災アプリ等、各種メディアを介し

た防災情報の配信（各市） 

 

■協働する整備 

・自主防災リーダー養成講座の実施等、自主防災組織支援（各市） 

・水防・避難訓練の実施（河川管理者、各市） 

・出前講座、洪水時写真展、講演会等の災害を伝える活動 

                       （河川管理者、各市） 

 

■土地利用誘導 

・災害危険区域指定（各市） 

 

さらに、平成 29 年、平成 30 年の内水氾濫による浸水被害を受け、本協議

会の部会として由良川大規模内水対策部会を立ち上げ、福知山市大江町河守

～公庄地区をモデル地区として、国、京都府、福知山市の連携による内水被

害軽減対策を実施するなど、各機関で連携して内水対策を実施している。 
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（2）各市の主な取組例 

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市で行われている主な取組例を以下に示

す。 

 

・福知山市では、過去の具体的な災害履歴をベースにして、実践的な避難

のあり方について、令和元年度より『福知山市避難のあり方検討会』を設

置し、避難行動に繋げるための情報発信、要配慮者の避難支援、避難所運

営、防災教育等の６つのテーマについて、有識者や地域代表、国、府など

の関係機関、消防団などに参画いただき、議論を行ってきた。令和３年３

月に本検討会の最終報告をとりまとめ、各テーマの具現化を図る具体的な

取組を一層進めることで、『市民とともにつくる災害に強いまちづくり』

を進めてきた。令和８年度より、福知山市大規模災害対応力強化検討会と

統合するが、避難のあり方検討会最終とりまとめに基づく取組を引き継ぐ

ことで、引き続き防災対策を推進する。 

また、ライフライン等を含む 14 の防災関係機関が参加した本格的なタ

イムラインを作成し、運用を開始している。タイムラインは台風の接近な

ど予め予測できる災害への対応として、事前に行動を取り決めておくツー

ルとして有効であり、引き続きタイムラインに基づく防災訓練の実施や、

災害時の情報共有など関係機関の相互連携を図っていく。 

 

・綾部市では、市民・事業者・市のそれぞれの役割と責務を定め、「自助・

共助・公助」が連携・協力することにより、災害に強いまちづくりを進め

る「防災基本条例」を制定している。 

ソフト対策として、第 6次綾部市総合計画の目標指標として掲げている

「避難行動タイムライン」作成の取組を支援し、住民の「自助」「共助」に

よる防災意識の高揚に努めている。 

令和７年２月には、雨水出水浸水想定区域図を公表し、市民に対して雨

水出水時における円滑な避難や浸水被害の軽減を図っている。 

ハード対策では、平成２７年度に策定した「雨水対策基本計画」に基づ

き、平成２８年度には仮設排水ポンプの設置を行い、平成２９年度には排

水ポンプ車１台を導入し、令和４年度には排水ポンプ場の供用を開始し

た。 

 

・宮津市では、地域住民の主体的な自助・共助と公助との連携による防災

の取組みを図っている。 

（自助・共助） 
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住民主体の自助・共助の取組みでは、地域住民による地区防災計画

の作成や旧消防団車庫の水防用土のう倉庫活用など、自主的な防災活

動が進められている。 

 （公助） 

福知山観測所水位に加え、新設の由良観測所水位に警戒基準を設

け、監視体制の強化と早期住民避難の情報収集に努めているほか、個

人の防災行動計画（マイ・タイムライン）作成パンフレットや由良川

洪水浸水想定図の関連地区への全戸配布、また、や地域住民による地

区防災計画作成の推進やそれに伴う防災訓練など、自主的な防災活動

の支援を行っている。 

 

・舞鶴市では、洪水による浸水の危険が著しいと認められる地盤の低い地

域を対象として、土地利用の誘導を図るため災害危険区域の指定を行って

おり、舞鶴市域における災害危険区域の指定は全て完了した。 

 

（3）取組の現状と課題の対応 

 参加機関が現在実施している主な減災に係る取組と課題は、次のとおりで

ある。  
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① 緊急時における避難関係情報の伝達、避難計画等に関する事項 

※現状：○、課題：●（以下同様） 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

防災関係機関による

気象・水位情報等の

収集について 

 

 

 

 

 

○風水害体制時の情報収集サイトを各機関で共有

している 

○防災気象情報を自治体や報道機関等を通じて提

供している 

○首長による発令タイミングの判断に資する、福

知山河川国道事務所長と首長とのホットライン

による情報共有の体制ができている 

○「首長ホットライン：避難判断者（市町村）へ京

都地方気象台長又は次長から連絡」、「担当者ホ

ットライン：避難判断者に避難を進言する管理

職へ防災管理官又は観測予報管理官から連絡」

の体制ができている 

○国管理河川、京都府管理河川に設置した危機管

理型水位計の設置が完了し、維持管理を行って

いる 

○内水浸水の情報把握のため、市管理河川等にセ

ンサー・水位計を設置して浸水把握システムを

構築している 

●担当者が定期的に変更となるため、引き

続き風水害時に活用すべきウェブサイト

等の情報源を共有する必要がある 

1 

●住民避難を促すためには、防災気象情報

を分かりやすくする必要がある 
2 

●引き続き、災害体制時には、ホットライ

ンを開設し、各機関が相互に情報共有す

る必要がある 

3 

●危機型水位計の維持管理が必要である 4 

●国管理河川、京都府管理河川に設置した

危機管理型水位計だけでは、内水浸水の

発生状況が把握できない 

5 
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項 目 ○現状 と ●課題 

 

首長による避難情報

等の発令について 

○計画規模降雨時の浸水範囲や浸水深等を踏まえ

た発令基準を取り決めている 

○避難勧告の発令等に着目したタイムラインにつ

いて連携を広げるブラッシュアップを実施中 

○夜間の避難が困難であるため、早期の避難情報

等の発令や避難所開設を行うことを周知し、空

振りを恐れない早めの避難情報等の発令を実施

している 

○洪水予報河川及び水位周知河川について、想定

最大規模降雨、計画規模降雨を対象とした洪水

浸水想定区域図・家屋倒壊等氾濫想定区域・浸

水継続時間の作成及び公表済み※【直轄区間】

由良川、土師川（H28.8）、【京都府管理区間】由

良川（R2.5）、【水位周知河川】犀川・和久川・牧

川・土師川・宮川（H30.5）公表済み 

○京都府管理河川全てで想定最大規模降雨、計画

規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図の作

成及び公表済み（R4） 

●計画規模降雨に加え、想定最大規模降雨

時の浸水範囲や浸水深等、地域の実情に

応じた発令基準の検討は完了していない 

6 

●多数の防災関係機関の役割分担を明確に

したタイムラインについて、今後も見直

しが必要 

7 

●引き続き、避難情報等の早期発令の意図

を住民に理解いただくため、周知を徹底

する。さらに、移動が困難となるため、鉄

道の計画運休についての情報提供を行う 

8 

●地点別浸水シミュレーション検索システ

ム（国土交通省）への登録が未了 
9 
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項 目 ○現状 と ●課題 

 

住民への避難関係情

報の伝達について 

○多様な媒体で避難情報、リアルタイム情報等の

情報伝達をしている 

例【プッシュ型】携帯防災メール、防災行政無線

スピーカー、広報車等 

【プル型】各機関のホームページ（気象、水位、

雨量、CCTV 等）、スマートフォンア

プリ、ケーブルテレビ、NHKd データ

等 

○避難行動要支援者への情報伝達について支援を

行っているものの、確実な伝達手段とはいえな

い 

●プッシュ型の伝達手段について、携帯防

災メールの登録は自ら行う必要があり、

防災行政無線スピーカーや広報車は豪雨

時には聞こえにくい等、必ずしも確実に

伝達されない 

●プル型の伝達手段において、SNS 等を活

用し切れていない 

●防災アプリのさらなる普及が必要 

10 

●避難行動要支援者への情報伝達について

の支援は継続する必要がある 
11 

 

市の避難体制の構築

について 

○計画規模降雨時の浸水範囲や浸水深を踏まえた

避難体制の構築に取り組んでいる 

○人口や避難所が想定最大規模の洪水浸水想定区

域内に存在している 

○避難行動要支援者名簿を作成し、個別避難計画

の作成に着手している 

○地域の実情に合った避難体制が構築されていな

い地区が存在する 

○京都府では、由良川圏域の広域避難計画の策定

が検討されている 

●想定最大規模降雨時の浸水範囲や浸水深

を踏まえた、垂直避難可能な施設の指定

や指定避難所の拡充が必要 

12 
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項 目 ○現状 と ●課題 

●要配慮者が利用する施設や小中学校では

避難に時間を要し、逃げ遅れが発生する

可能性がある 

●避難行動要支援者すべての個別避難計画

は作成できていない 

13 

●地域の実情に合った地区防災計画の策定

が必要である 
14 

●大規模氾濫が発生した際に、当該市内の

避難場所だけでは対応できない場合に、

他市町に円滑に避難するための計画が必

要 

●感染症蔓延下において、避難所内に避難

者が密集することにより、集団感染が発

生する可能性がある 

15 
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② 平時における住民等への水害に係る情報周知、啓発・訓練に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

浸水リスク等の周知

について 

○洪水予報河川及び水位周知河川について、想定

最大規模降雨、計画規模降雨を対象とした洪水

浸水想定区域図・家屋倒壊等氾濫想定区域・浸

水継続時間の作成及び公表済み※【直轄区間】

由良川、土師川（H28.8）、【京都府管理区間】由

良川（R2.5）、【水位周知河川】犀川・和久川・

牧川・土師川・宮川（H30.5）公表済み 

○京都府管理河川全てで想定最大規模降雨、計画

規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図の

作成及び公表済み（R4） 

●身近な場所の災害リスクに対する住民

の認識が不十分 
16 

 

避難に関する啓発活

動について 

 

 

○地域住民や防災関係機関も参加する防災訓練

を実施している 

○水防災意識の向上等を目的として、水害等につ

いて座学を行う出前講座を自主防災組織や小

中高校生徒等を対象に実施している 

○堤防の共同点検等の現場説明会を定期的に実

施している 

○「水防災意識社会」の再構築に資する広報を行

っている 

●想定最大規模降雨やタイムラインを踏

まえた防災訓練は継続実施が重要 
17 

●要配慮者施設で利用者が円滑かつ迅速

に避難できるよう訓練が必要 
18 

●出前講座を行っているものの、次世代の

水防災意識向上のためには、継続実施が

重要 

19 

●堤防の共同点検等の現場説明会を行っ

ているものの、十分に浸透していない 
20 

●「水防災意識社会」の再構築に資する広

報が確実、効果的にできているかの懸念

がある 

21 

  



 

 

 

- 18 - 
 

③ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の設備に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

住民避難に資する施設

等の整備について 

○水位計の設置や CCTV カメラ等の増設を実施 

●想定最大規模降雨時の浸水被害におい

ては、施設整備等が不足している 

●避難所や災害拠点等における感染症対

策に必要な物資や資材が不足している 

22 

●緊急輸送道路が浸水し、移動手段が限

定される可能性がある 
23 

 

④ 水防活動の強化・効率化に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

水防訓練について 

○水防工法の訓練等を行っている 

○防災関係機関が参加する防災パトロールを毎

年度実施している 

●水害リスクの高い箇所について消防団

（水防団）と河川管理者が継続して情

報共有を行う必要がある 

24 

 

水防資機材等の準備に

ついて 

○土のう造成機（国が保有）を活用するなどし

て予め製造した土のうや土砂を、既存の土の

うステーション等で保管している 

●大規模な洪水被害に備え、土のう造成

機などを用いて予め製造した土のうの

保管を継続して実施する必要がある 

25 

 

⑤ 水防体制の強化に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

水防体制の強化に

ついて 

○消防団（水防団）数の減少や団員の高齢化が進んで

いる 

○自主防災組織の組織率向上の取組を行っている 

●出水時に水防活動等を行う人員が今後不足す

るおそれがある 
26 

●水防活動が広域に及ぶ際、他機関と協力し合

い、円滑に活動できる体制確保が必要 
27 
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⑥ 市町村庁舎や災害拠点病院、企業等の自営水防の推進に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

ハード対策 

○耐水化できていない排水施設等あり 

●耐水化できていない排水施設等あり 28 

 

ソフト対策 

○計画規模降雨時の浸水リスクの説明は、災害拠点病

院を含む防災関係機関には実施済み 

○想定最大規模降雨時の浸水リスクの説明を防災関

係機関に対して実施している 

●洪水時においても重要な役目を担う施設の機

能が十分に発揮できない場合がある 
29 

●想定最大規模降雨時の浸水リスクについて、理

解が十分とは言えない 

●流域内に存在する様々な企業等がリスクに応

じて必要な被害の防止対策を講じられるよう、

必要な浸水リスク情報を公表し、企業等に対し

て活用を促す必要がある 

30 

 

⑦ 社会経済活動の早期回復を可能とする取り組みに関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

排水計画 

○災害時、国より排水ポンプ車を派遣し、排水活動を

支援している 

●現状の排水機場及び排水ポンプ車の排水能力

では、大規模な水害に対して充分といえない 
31 

●洪水時における排水計画が作成されていない

ため、円滑かつ迅速な対応が図れていない 
32 

●本川の河川整備により外水氾濫リスクは軽減

するが、内水被害のリスクは残る 
33 

 

BCP（事業継続計

画） 

○一部の防災関係機関で BCP を作成している 

●BCP が作成できていない防災関係機関あり 

●流域内に存在する様々な企業等がリスクに応

じて必要な被害の防止対策を講じられるよう、

必要な浸水リスク情報を公表し、企業等に対し

て活用を促す必要がある 

●感染症と自然災害の同時発生を想定した BCP

を作成する必要がある 

34 
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⑧ 河川管理施設に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況 

○昭和 34 年伊勢湾台風規模の降雨により発生のおそ

れがある洪水に対しての浸水被害の防止、軽減を図

るため、下流部では水防災対策、中流部では連続堤

整備と河道掘削等を実施している 

●堤防が整備されていない区間や、河川断面

が不足している区間がある 
35 

●浸透や洗掘に対して安全性が不足している

堤防がある 
36 

 

施設の設計規模を上

回る外力への対応 

 

○計画規模降雨（昭和 28 年台風第 13 号）により発生

のおそれがある洪水に対する浸水被害防止のため

の段階整備として、昭和 34 年伊勢湾台風規模の降

雨に対する整備を進めている 

○計画規模の降雨による洪水時には一部区間では堤

防からの越水が生じると想定されている 

○想定最大規模の降雨による洪水時にはほとんどの

区間で堤防からの越水が生じると想定されている 

●堤防からの越水が生じた場合に、すぐに破

堤が生じるおそれがある 
37 

 

⑨既存施設の有効活用に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 

 

浸水害軽減地区の指定 

○洪水時には、濁流に浸かってしまうが、桑飼下地区

周辺には流路の滑走斜面側に自然堤防が発達して

いる 

●浸水拡大を抑制する効用がある土地等の

確認及び周知ができていない 
38 

 

ダム再生の推進 
○洪水時には大野ダムで洪水調節を行っている 

●気候変動の影響による水害の頻発化・激甚

化や渇水の増加している中で、既存ダムの

有効活用の検討が必要 

39 
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５．減災のための目標 

参加機関が連携して、円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、氾濫

水の排水等の対策を実施することで、令和 12 年度までに達成すべき目標は以

下のとおりとした。 

 

【５年間で達成すべき目標】 
 

これまでに経験した甚大な浸水被害を教訓とし、今後も

起こりうる大規模水害において「逃がす・防ぐ・立

ち上がる」を確実に為すべく、防災関係機関及び住民

が課題に真に取組むことで、「水害に強い地域」を

つくるための水防災意識が、現世代から将来の

世代に確実に普及・継承されることを目指す。 

 

【目標達成に向けた地域の取組方針（軸）】 

上記目標の達成に向け、洪水を安全に流すハード対策に加え、由良川にお

いて以下の４項目を軸に取組を実施する。 

１．地域住民が主体的に避難行動を実施するための取組 

２．関係機関の連携による避難体制を充実するための取組 

３．地域の力を最大限発揮した水防活動の実現に向けた取組 

４．大規模浸水被害から早期復旧するための事前の計画・準備

に向けた取組 
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目標に対する取組方針（軸）と主な取組の具体的な内容としては、以下の

とおりとりまとめた。  

・ハード対策では、洪水を安全に流す対策として堤防整備や水防災対策、

河道掘削、侵食・洗掘対策などの実施に加え、堤防天端保護、裏法尻の

補強等の危機管理型ハード対策、避難行動、水防活動に資する基盤等の

整備を実施する。さらに、雨水貯留施設や排水ポンプ、排水路を整備

し、内水対策に取り組む。 

・ソフト対策では、下記の取り組み等を展開することにより、各家庭の取り

組みから関係機関(協議会)までが「水防災意識社会の再構築」に向けた減

災対策を醸成する。 

「逃がす」取り組み： 

【軸１：地域住民が主体的に避難行動を実施するための取組】 

住民が自主的に適切な避難行動を行うための、地区防災計画の策定

や、新たな情報伝達手段の周知及びアップデート、避難行動要支援

者に対する支援の継続 

水害の危険性を住民に理解してもらうための、洪水浸水想定区域図

やハザードマップの公表、並びに暴露及び脆弱性の情報を用いた水

災害リスクの評価 

住民の水害に対する意識を高めるための、出前講座や、地域住民参

加型の避難訓練等に対する住民参加率向上に資する広報や取組 

 

【軸２：関係機関の連携による避難体制を充実するための取組】 

災害時における関係機関の協力体制の実効性をより一層高めた、さ

らなる連携強化のための連絡訓練や援助・受援訓練の実施 

想定最大規模降雨時の浸水想定等を踏まえた浸水リスクが高い地域

や浸水が長期化した場合の避難の在り方の検討 

 

「防ぐ」取り組み： 

【軸３：地域の力を最大限発揮した水防活動の実現に向けた取組】 

地域の力を最大限発揮した自衛水防活動を行うための、水防工法訓

練や由良川防災パトロールや災害図上訓練等の継続実施 

水防活動を行う人員を確保するための、自主防災組織の結成促進や

リーダー育成 
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「立ち上がる」取り組み： 

【軸４：大規模浸水被害から早期復旧するための事前の計画・準備

に向けた取組】 

排水施設等の機能を維持するための、耐水化等の実施 

浸水を早期に解消するための、排水計画の作成 

社会経済活動を早期に回復するための、BCP の作成 
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６．概ね５年で実施する取組 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災

意識社会」を再構築することを目的に、各構成員参加機関が取り組む主な内

容は次のとおりである。 
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（1） 主な取組 

各参加機関が実施する対策のうち、主な取組・目標時期・取組機関につい

ては、以下のとおりである。 

 

① 地域特性を十分考慮した迅速かつ確実な避難行動の実現に向けた事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■防災関係機関による気象・水位情報等

の収集について 

 

・風水害体制時活用サイト集を共有 

1 

２ 毎年度 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

・年度始めに担当者会議を開催し、災害

担当者に周知 
２ 毎年度 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

・WEB 会議を活用した多機関同時の情報

共有 

２ 毎年度 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

鉄道事業者 

・新たな防災気象情報の周知に取り組む 

2 １ 令和 12 年度末 気象台 

・年度初めに「首長ホットライン」「担当

者ホットライン」を確認し、地域防災

訓練において、ホットラインの訓練を

実施 

3 ２ 毎年度 

4 市 

気象台 

国 

・洪水時の機能確保のために、危機管理

型水位計の維持管理を行い、必要に応

じて新たに設置する 

4 ハ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・市管理河川等にセンサー・水位計を設

置して浸水把握システムを構築する 5 ハ 令和 12 年度末 4 市 
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主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■首長による避難情報等の発令について 

 

・想定最大規模降雨時の浸水範囲や浸水

深等を踏まえ、①由良川沿川の道路が

全線にわたり冠水したり地区全体が大

きく水没するなど垂直避難が不可能な

地区については、広域的な避難が出来

るよう発令基準を従来より早めるほ

か、②毎回想定最大規模の水害に対す

る避難体制をとることが困難かつ現実

的でないと考えられる場合は、計画規

模等の水害に対する 1次避難から 2次

避難への移行判断基準を設けるなど、

地区の実情に応じた避難情報の発令基

準を検討し取り決める 

6 ２ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・タイムラインについて、継続的な更新

を実施するとともに、連携機関を広げ

るブラッシュアップに努める。 7 ２ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

鉄道事業者 

・夜間の避難が困難なことから、早めの

避難情報等の発令や避難所開設を行う

場合があることを住民に予め周知。 

 さらに、移動が困難となるため、鉄道

の計画運休についての情報提供を行う 

8 １ 令和 12 年度末 
4 市 

鉄道事業者 

・計画規模降雨及び想定最大規模降雨時

の氾濫シミュレーションについて、浸

水ナビ登録にて提供 

9 １ 令和 12 年度末 
京都府 

国 

■住民への避難関係情報の伝達について 

 

・多様化した避難行動のための情報伝達

手段の維持管理、アップデート及び周

知 

10 １ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 
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主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

・避難行動要支援者に対する確実な情報

伝達を支援 
11 １ 令和 12 年度末 4 市 

■市の避難体制の構築について 

 

・想定最大規模降雨時の浸水範囲や浸水

深、感染症蔓延下等も踏まえた（必要

に応じ広域的な）避難体制（避難所関

係含む）の再構築・検討を実施。必要

に応じて、新たに垂直避難が可能な避

難施設の指定等を検討し、指定避難所

指定箇所数を拡大。 

 この際、避難行動要支援者への配慮を

適切に行う 

12 ２ 令和 12 年度末 4 市 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成

をできる限り早急に行う 

13 

１ 令和 12 年度末 4 市 

・小中学校における避難確保計画の作成を

行う。また、計画を基にした防災訓練

の実施を支援する 

１ 令和 12 年度末 4 市 

・避難行動要支援者の個別避難計画を反映

したコミュニティタイムラインを作成 
２ 令和 12 年度末 4 市 

・地域の実情に合った避難体制を構築する

ための地区防災計画またはコミュニテ

ィタイムラインの作成 

14 １ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・災害時や感染症蔓延下において当該市

内の避難所だけで避難者を収容できない

場合は、隣接市の避難所や民間施設等の

利用、分散避難（在宅避難、垂直避難、

親族や知人宅への避難等）について検討

や調整を実施するとともに、当該市内で

避難者を収容することのできないような

想定最大規模の降雨による水害が迫った

場合に備え、市町村域を超える避難先を

確保する広域避難計画を策定する。 

15 ２ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

鉄道事業者 
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② 平時における住民等への水害に係る情報周知、啓発・訓練に関する事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■浸水リスク等の周知について 

 

・まるごとまちごとハザードマップなど

災害リスクの現地表示を実施 

 16 

１ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・想定最大規模降雨時の洪水浸水想定区

域図等を反映した水害ハザードマップの

周知 

 

１ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

■避難に関する啓発活動について 

 

・施設では守り切れない大洪水は必ず発

生するとの考え方に立ち、想定最大規模

降雨時の水害ハザードマップを活用した

地域住民が参加する避難訓練を実施 

 

17 

１ 毎年度 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

・タイムラインのシナリオに基づく地域

住民が参加する避難訓練を実施。その

際、避難行動要支援者の避難も想定 １ 毎年度 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

・住民及び行政職員が連携した避難所運

営訓練の実施 ２ 毎年度 4 市 

・要配慮者利用施設における避難訓練を

実施 

18 １ 毎年度 

4 市 

京都府 

気象台 

国 
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主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

・自主防災組織への避難行動計画等に関

する出前講座を継続し実施するととも

に、学校関係については、対象を小中高

校生徒だけでなく、先生等を対象とした

ものに拡大し、地域の水防災意識を高め

る 
19 

１ 毎年度 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

・防災教育に関する支援を実施する学校

を教育関係者等と連携して決定し、作成

した指導計画について、運用を支援す

る。 

３ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

気象台 

国 

・消防団（水防団）や地域住民等を対象

とした現場説明会の規模拡大を図り、施

設では守り切れない大洪水は必ず発生す

るとの考え方に立ち、水害リスクの高い

箇所において堤防の共同点検を行い、地

域の水防災意識を高める 

20 １ 毎年度 

4 市 

京都府 

国 

・「水防災意識社会」の再構築に資する取

組について防災イベント等を活用して効

果的な広報を実施 
21 １ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

気象台 

国 
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③ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の設備に関する事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■住民避難に資する施設等の整備につい

て 

 

・円滑かつ迅速な避難に資する施設（ハー

ド）整備を行い、維持管理を実施 

 例）防災行政無線スピーカーの増設、

CCTV カメラの増設、民間企業等と連携

した一時避難場所の確保、避難経路の指

定・整備、避難所や災害拠点等における

感染症対策に必要な物資・資材の整備等 

22 

ハ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・洪水時の機能確保のために、簡易型河川

監視カメラの維持管理を行い、必要に応

じて新たに設置する 
ハ 令和 12 年度末 

京都府 

国 

・移動手段が限定された場合の避難路や

緊急輸送道路の確保について検討する 
23 ３ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 
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④ 水防活動の強化・効率化に関する事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■水防訓練について 

 

・消防団（水防団）が河川管理者等と共に、

大規模出水時に水防活動を行う可能性

の高い水害リスクの高い箇所を予め把

握すべく、水防工法訓練や由良川防災パ

トロール、災害図上訓練（DIG:Disater 

Imagination Game）等を実施 

24 ３ 毎年度 

4 市 

京都府 

国 

■水防資機材等の準備について 

 

・土のう造成機（国が保有）を活用するな

どして予め製造した土のうや土砂を、既

存の土のうステーション等の他、今後整

備する防災ステーションや水防拠点に

大量に仮置きしたり、水のうを配備した

りしておくことにより、水防活動の円滑

化かつ迅速化を図る。 

 各市はそれを利用することで円滑かつ

迅速な水防活動を行う 

25 ３ 毎年度 
4 市 

国 
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⑤ 水防体制の強化に関する事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■水防体制の強化 

 

・引き続き、消防団（水防団）員の確保（募

集等）と、自主防災組織の新規設置に努

める 26 

３ 毎年度 4 市 

・リーダー育成、後世に繋ぐための研修会

を開催 
３ 毎年度 4 市 

・大規模な氾濫に対してより広域的、効率

的な水防活動が実施できるよう関係者

の協力内容等について検討・調整 
27 ３ 毎年度 4 市 
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⑥ 市町村庁舎や災害拠点病院、企業等の自営水防の推進に関する事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■ハード対策 

 

・排水施設等の耐水化を引き続き行う 
28 ハ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

■ソフト対策 

 

・浸水想定区域内の市役所や災害拠点病

院等の機能確保に関する情報を共有し、

耐水化、非常用電源等の必要な対策につ

いては各施設管理者において順次実施。 

29 ４ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

鉄道事業者 

・災害拠点病院を含む防災関係機関や企

業の施設等に対し、想定最大規模降雨時

における浸水リスクの説明 

30 

４ 毎年度/隔年等 

4 市 

京都府 

国 

・水害対策等の啓発活動を引き続き行う 

４ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 
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⑦ 社会経済活動の早期回復を可能とする事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■排水計画 

 

・排水機、排水ポンプ車の増設、遊水池の

建設、貯留管の増設等の総合的な治水対

策について検討する 

31 ハ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・関係機関と連携し、効率的かつ迅速に氾

濫水を排水するため、排水手法を検討

し、排水計画を作成する。 
32 ４ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・関係機関と連携し内水対策の検討を行

い、必要に応じ内水対策計画を作成。 
33 ４ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

■BCP（事業継続計画） 

 

・防災関係機関や企業に対して BCPの必要

性を周知し、BCP を各機関で作成及び定

期的な見直し。必要に応じて感染症対策

も踏まえた BCP も作成 

34 ４ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

鉄道事業者 
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⑧ 河川管理施設に関する事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■堤防等河川管理施設の現状の整備状況 

 

・下流部：輪中堤整備、宅地嵩上げ、中流

部：連続堤防整備及び河道掘削等の実施 
35 

ハ 令和 12 年度末 国 

・由良川の水位を下げるため、河道掘削、

樹木伐採を実施 
ハ 令和 12 年度末 国 

・侵食・洗掘対策を実施 

36 ハ 令和 12 年度末 国 

■施設の設計規模を上回る外力への対応 

 

・天端の保護、裏法尻の補強 
37 ハ 令和 12 年度末 国 
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⑨ 既存施設の有効活用に関する事項 

主な取組 課題の 

対応 

軸の 

対応 

目標時期 取組機関 

■浸水被害軽減地区の指定 

 

・水防管理者が浸水被害軽減地区を指定

する際の参考となるよう、浸水エリアの

拡大を抑制する効用があると認められ

る土地に係る情報（地形データや氾濫シ

ミュレーション結果等）提供を実施 
38 

１ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

・複数市に影響があると想定される浸水

被害軽減地区の指定については、協議会

の場等を活用して指定の予定や指定に

あたっての課題を水防管理者間等で共

有し、連携して指定に取り組む。 

２ 令和 12 年度末 

4 市 

京都府 

国 

■ダム再生の推進 

 

・大野ダムにおいて、事前放流を実施。ま

た、平常時からのダム情報の発信に努め

る。 

39 ２ 令和 12 年度末 京都府 

 

※軸の対応の凡例は以下のとおり 

ハ：ハード整備に係る取組 

１：地域住民が主体的に避難行動を実施するための取組 

２：関係機関の連携による避難体制を充実するための取組 

３：地域の力を最大限発揮した水防活動の実現に向けた取組 

４：大規模浸水被害から早期復旧するための事前の計画・準備に向けた取組 
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（2） 取組を進める上で考慮すべき事項 

ハード対策、ソフト対策の取組を進める上では、以下の事項を考慮した取

組内容とする必要がある。 

 

 1) 地域特性 

対象とする地域の地域特性を踏まえて、特に以下の事項に留意した取組

内容とする必要がある。 

○中流部 

・平地が広がるため、ひとたび氾濫すれば広域的に浸水被害が広がるお

それがあり、川から離れた地区での防災意識の向上や、広範囲の住民

等に災害時情報を迅速かつ確実に伝えるための取組に力を入れる必要

がある。 

・資産が集中しているため、浸水や建物の倒壊・流出等により甚大な社

会経済的被害が発生するおそれがあるため、被害の軽減対策だけでは

なく、社会経済活動の早期回復を可能とする取組に力を入れる必要が

ある。 

・膨大な要避難人口が発生し、避難所が大幅に不足するおそれがあるた

め、広域的な避難について検討する他、1次避難から 2次避難への移行

等の段階的な避難の検討に力を入れる必要がある。 

 

○下流部 

・輪中堤、宅地嵩上げによる水防災対策を実施しており、道路は基本的

に洪水から防御されないため、洪水時に早期に避難経路が絶たれ、孤

立する集落が発生するおそれがあるため、避難経路が冠水するまでの

早いタイミングでの避難情報の発令に力を入れる必要がある。 

・外水氾濫に加え、輪中堤地区については内水によっても早期から避難

経路が絶たれ孤立するおそれがあるため、内水浸水状況の把握や早い

タイミングでの避難情報の発令に力を入れる必要がある。 

・輪中堤越水により地区の大部分が浸水し地区内に避難先が無くなるお

それがあるため、地区外を含めた広域的な避難の検討に力を入れる必

要がある。 

 

 2) 土砂災害 

洪水時においては、川から山側へ避難することになるが、由良川沿いに

は数多くの土砂災害警戒区域が存在する。避難体制は、土砂災害の危険性

にも留意して構築する必要がある。 
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 3) 気象条件 

気象は毎回異なるものであり、例えば台風の場合は高潮も考慮する必要

があるうえ、暴風の中での避難は困難である。タイムラインはこれらのこ

とも考慮して柔軟に運用する必要がある。 
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７．フォローアップ 

各機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画等

に反映することによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組

むこととする。 

 

 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要

に応じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練

等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うこととす

る。 

  

なお、本協議会は、今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開

発の動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 


